
意見書案第２号 

 

低炭素社会の実現に向けた地球温暖化対策の推進を 

求める意見書（案） 

 

温室効果ガスの削減は、地球温暖化対策のため、世界を挙げて取り組まなけれ

ばならない重要かつ喫緊の課題である。 

我が国で排出される温室効果ガスの約９割をエネルギー起源のＣＯ２が占めて

いる。本来であれば、京都議定書の「第１約束期間」における排出削減目標マイ

ナス６％の取組みは、エネルギー起源のＣＯ２を中心に進めなければならないと

ころであるが、排出削減の推進にあたっては、世界第３位の森林率を誇る豊かな

森林吸収量の確保を中心に据え、地球温暖化対策が進められているところである。 

こうした中、平成２４年度税制改正において、石油石炭税に税率を上乗せする

「地球温暖化対策のための税」が制度化され、今後、広範な分野にわたるエネル

ギー起源ＣＯ２の排出抑制が進められることは、大きな前進と受け止めている。 

しかし、当該税の使途に森林吸収源対策を加えることについては、平成２５年

度以降の地球温暖化対策の国内対策の策定に向けて、引き続き検討するとされて

おり、まことに残念の極みである。 

関西広域連合では、2030年頃の将来像の一つに、省エネ開発や再生可能エネル

ギーの導入、森林のＣＯ２吸収源機能の発揮等による「暮らしも産業も元気な低

炭素社会」の実現を掲げ、関西スタイルのエコポイント事業や森林吸収等で取得

したクレジットの広域活用などの地球温暖化対策を推進している。 

そこで、国においては、平成２５年度税制改正において、「地球温暖化対策のた

めの税」の使途に森林吸収源対策もあわせて位置づけるなど、低炭素社会の実現

に向け総合的に取り組むとともに、国、地方挙げて温暖化対策の取組が進められ

るよう十分な対策を強く求める。  

以上を、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。 
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意 見 書 案 提 出 書 

 

別紙「低炭素社会の実現に向けた地球温暖化対策の推進を求める意見書」（案）に

ついて、議決の上、関係方面に提出されたく、関西広域連合会議規則第 13条の規定

に基づき提出します。 

 

（理由） 

関西広域連合の温室効果ガスの削減など環境保全や農林水産業の振興に関する事

案であり、然るべき対応を求めるため。 
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